
令和４年９月３０日

阪神水道企業団 総務部総務課

入札書と積算内訳書の取扱いについて

建設工事の入札にあたり、入札金額の内訳書の提出を求めていますが、今後

下記のとおり取り扱いすることとしましたのでお知らせします。

記

１．内訳書について以下に該当する入札は、失格とします。

入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき、又は内訳書の合計金額

（税抜き）と入札金額が異なるとき。

なお、積算金額の合計から値引きを行って入札金額とする場合は、「値引き」

等の項目を設け、必ず内訳書の合計金額（税抜き）と入札金額が一致するよ

うにしてください。

２．適用時期 令和４年１０月１日以降に契約締結を行う案件


